
東葛支部災害等支援活動運営規則 
 

 

（目的） 

第１条 この規則は、千葉県行政書士会東葛支部（以下「支部」という。。）が管轄する東葛５市（松

戸市・柏市・流山市・野田市・我孫子市、以下「自治体」という。）において災害等が発生した

場合の支部が実施する支援活動に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（対象となる災害等） 

第２条 この規則の対象となる災害等とは、自治体内における地震、風水害等の災害発生その他の特

別な理由がある場合において、次のいずれかに該当するものとする。 

（１）千葉県行政書士会が行う災害支援活動の対象に含まれないもの 

（２）支部が自治体から支援活動実施の要請を受けたもの 

（３）支部が支援活動の実施が必要であると判断したもの 

 

（支援活動の内容） 

第３条 支部は、支援活動の実施のため支部会員から支援員を選定し、主に次の活動を行う。 

（１）被災者等を対象とした相談会の開催 

   （２）各種証明書の申請又は交付に関すること 

（３）仮設住宅の申し込みに関すること 

   （４）災害派遣等従事車両の申請に関すること 

（５）災害給付金等の申請に関すること 

（６）行政書士が行うことができる税の減免等の申請に関すること 

（７）軽自動車及び二輪車の登録抹消の申請に関すること 

（８）その他、自治体から要請のあった事項 

 

（支援員） 

第４条 支援員の選定は、災害等の状況、自治体からの要請内容等を鑑み、支部長が行う。 

２  支援員は、前条に規定する活動以外の活動をしてはならない。 

 

（予算の執行） 

第５条 支援活動実施に対する予算の執行にあたっては、支部長は事業計画を策定し、幹事会の決議

を経なければならない。 

 

（基金） 

第６条 第５条の事業計画に必要な費用を支弁するため、東葛支部災害等支援活動基金（以下「基

金」という。）を設置する。 

２  基金は、支部予算より１２０万円を限度として支出準備金として保管する。 

 

（附則） 

第７条 この規則は幹事会の承認を得て変更することができる。 

 

第８条 この規則は令和３年１１月２６日から施行する。 

 ２  この規則は令和５年１１月２８日から施行する。 

 

 


